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作業停止計画の情報共有の在り方について

2018年2月7日

地域間連系線及び地内送電系統の利用ルール等に関する検討会事務局
電力広域的運営推進機関
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2１．作業停止計画の情報共有の在り方

 発電制約が必要な流通設備作業停止計画の情報について、第３回検討会でのご意見
を踏まえ、広域機関と一般送配電事業者により、共有件名の再検討を行った。

【委員ご意見】
 発電制約期間が30日と記載されているが、我々の停止は1週間といった期間のものもあるので、

可能であれば１週間くらいまで縮められないかということを希望として持っている。

【①共有件名】
事業者の事業計画や発電機作業時期等の検討を考慮し、以下の件名(and条件)
を共有することを基本としてはどうか。
 広域連系系統の流通設備停止により発電制約が伴う作業停止計画
 第３年度目の作業停止計画
 発電制約期間が30日程度
 以下に該当する場合は、可能な限り第４年度以降を含め共有する。

 第３年度から第４年度に跨る件名
 複数年計画の件名（設備改修を何か年で実施するか等）
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3１．作業停止計画の情報共有の在り方

代表的な工事 作業期間 備考 蓋然性

電線張替 100日 程度
500kV（4導体）
9径間を想定

高

低

鉄塔建替 30日 程度 1基（275kV）建替

碍子取替 4～6日程度／基
懸垂装置：2相／日
耐張装置：1相／日

鉄塔塗装 等 単日 －

【共有件名における作業停止期間の考え方（再検討結果）】

 変更があることを前提とした情報共有の位置付けではあるものの、誤った予見性を与えることは、事業者の
混乱を招くおそれがあることから、作業実施の蓋然性が高い件名を共有するべきと考える。

 大型工事は、資材／作業員／予算に係る手続き上、早期から計画することが求められる件名であることか
ら、第３年度目計画において作業実施の蓋然性が高い工事と考えられる。

 送電設備の代表的な大型工事である「鉄塔建替」「電線張替」の標準的な作業期間は、30日～100日
程度である。

 第３年度目の作業停止計画は、作業実施の蓋然性が高い件名について極力共有したいと考えるが、
ルール化の観点から、「作業停止期間が30日程度以上」の件名を共有する。

 なお、30日程度未満の蓋然性の高い件名についても、各エリアのニーズに応じて、一般送配電事業者の
判断により、可能な限り共有する。

＜超高圧系統の主な工事件名＞ あるエリアの例

設備区分
30日程度以上 １週間以上 数日間以上

広域連系系統

作業期間

共有対象範囲
（ルール化）

各エリアのニーズに応じて可能な限り共有
（ルール化しない）
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９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2018年度 2019年度 …

２．今後のスケジュール

情報共有の在り方のルール化について、2018年度下期からの適用を目指し、検討を行うこと

とする。

＜今後の検討スケジュール（案）＞

●検討会開催（2ヶ月に１回程度）

9/4

作業停止計画の情報共有の在り方の検討
（広域機関および一般送配電事業者が検討）

10/25 12/20

作業停止計画の情報共有ルールの適用

2/7

情報共有の
ルール化の検討

必要により
規程・指針
の改正


